


一般会計財政シミュレーション科目別設定条件

歳　入

町　　税 年度以降29 、前年比 減1.0% で計上

地方譲与税

利子割交付金

配当、株式割交付金

自動車取得税交付金

国有施設所在市町村交付金

地方特例交付金

交通安全対策交付金

地方消費税交付金 ○ 32年度以降、31年度の消費税増税分を反映

普通交付税 ○

年度以降29 、新規借入の 交付税措置分を算入。そ れ以外の
部分に つ いて、33年度は 、32年人口推計値か ら、前年比2.0%
減で計上。28年度以降の 町税収入の減、消費増税の影響も
反映

特別交付税 年度以降29 、40,000千円を計上

分担金
使用料等

分担金及び負担金
使用料及び手数料

住宅家賃収入見込額を計上
そ の 他は基準年度と同額で推移

国県支出金
国庫支出金
県支出金

児童手当分補助見込額を計上
そ の 他は基準年度と同額で推移

財産収入 基準年度と同額で推移

繰入金 基準年度と同額で推移

繰越金 年度以降29 、純繰越分として 千円50,000 を計上

諸収入
病院派遣職員負担金を計上
そ の 他は基準年度と同額で推移

国庫支出金 ○

防衛調整交付金分は毎年度 千円60,000 を計上
年度以降29 、次の 事業を計上

・新後水団地建設事業
・小中学校空調整備事業

県支出金 年度以降29 、臨時分は見込まない

モー ターボー ト競走事業収入 モー ターボー ト競走事業会計財政計画による繰入額を計上

基金繰入金 年度以降29 、不足財源分を計上

臨時財政対策債除く ○

～29 32年度に過疎債ソフト分の 千円38,000 を計上
年度以降29 、次の 事業を計上

・道路整備事業等（新病院建設事業）
・新後水団地建設事業
・小中学校空調整備事業

臨時財政対策債 年度以降29 、前年比 減2.0% で計上

そ の 他 年度以降29 、見込まない

臨
時
財
源

国県支出金

地方債
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地方譲与税
各種交付金

基準年度と同額で推移

地方交付税

そ の 他諸収入

歳　出

人件費 職員採用計画に基づき計上

物件費 ○ 31年度 月以降10 は消費増税分を反映

扶助費
児童手当は推計値で計上。保育所指定管理料は基準年度と
同額で推移。そ れ以外は 、毎年前年比1.0%の 増加で推移

補助費等 ○

遠中広域行政組合負担金分は組合の財政計画に より計上
中央病院負担金を繰出基準に基づ く負担額を計上
後期高齢者負担を毎年前年比5.7%の 増加で推移
介護保険負担を毎年前年比4.0%の 増加で推移

公債費 新規借入分を含め毎年償還金の 全額を算入

他会計補助金・繰出金 特別会計財政計画の 繰入予定額を計上

維持補修費 ○ 31年度 月以降10 は消費増税分を反映

そ の 他 積立金 ○ 年度以降29 に 1千万円を特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業基金、2億円を競艇収益まちづ くり基金に積立

そ の 他 基準年度と同額で推移

人件費（退職金） 競艇事業局を除く全会計の 退職金を計上

備品購入費 年度以降29 、15,000千円で計上

普通建設事業費 ○

年度以降29 、次の 事業を計上
・道路整備事業等（新病院建設事業）
・新後水団地建設事業
・小中学校空調整備事業
・国民宿舎整備事業
そ の他事業分を一般財源ベースで毎年度１億円計上

調整交付金事業 年度以降29 、50,000千円を計上

そ の 他 年度以降29 、見込まない

そ の 他 年度以降29 、見込まない

給食センター 給食センター会計財政計画に よる

国民健康保険
国民健康保険特別会計財政計画に よる。なお 、赤字補てん
分は 千円50,000 で計上

後期高齢者医療 後期高齢者医療特別会計財政計画に よる

国民宿舎 国宿会計財政計画に よる

下水道事業 下水道事業会計財政計画に よる

※「○ 」は 、昨年度か ら変更となっ た設定条件
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